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農地の譲渡・貸借には農業委員会の許可が必要です農地の譲渡・貸借には農業委員会の許可が必要です
　令和５年４月以降の許可分から、農地法第３条の許可を受ける際に譲受人に求めら
れていた「下限面積要件」が廃止となりました。

　＊耕作する人の主な許可要件は以下のとおりです。

　①   全部効率利用要件

　　　　全ての農地を効率的に利用する必要があります。

　②   農作業常時従事要件

　　　　必要な農作業に常時従事する必要があります。

　③   地域との調和要件

　　　　周辺地域の農業に支障を生じないことが必要です。

手続きする場合は事前に農業委員会にご相談ください。
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●
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農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
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農
地
法
３
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農
地
バ
ン
ク
法
に
基
づ
く
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約

　
　
　
（
農
地
中
間
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理
機
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の
手
続
き
）

●
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●
地
域
計
画
に
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載
す
る
主
な
項
目
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農
用
地
等
の
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の
方
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担
い
手
に
対
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用
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農
用
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の
集
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に
関
す
る
目
標
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10
年
後
の
耕
作
者
を
示
し
た
目
標
地
図

地域計画地域計画のの策定策定が始まりますが始まります

考
・ ・ ・ ・
えよう！農

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・業の未来の姿を…

農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、地域農業の設計図となる「地域計画」を策定します。今後、各地域で話し合いを進めていきます。

地域自治区単位で策定します
（市街化区域の直江津区・高田区は対象外）

柿崎区柿崎区

吉川区吉川区大潟区大潟区

頸城区頸城区

保倉区保倉区

諏訪区諏訪区

津有区津有区
新道区新道区

春日区春日区

三郷区三郷区
高田区高田区

金谷区金谷区

中郷区中郷区

名立区名立区

谷浜・桑取区谷浜・桑取区

和田区和田区

北諏訪区北諏訪区有田区有田区
直江津区直江津区

八千浦区八千浦区
大島区大島区

安塚区安塚区
牧区牧区

三和区三和区

高士区高士区

清里区清里区

板倉区板倉区

浦川原区浦川原区

10年後の耕作者を予定し、目標地図
として「見える化」します

＜10年後の目標＞

耕作者が点在している農地や耕作者
が決まっていない農地があります

＜現  状＞

【問合せ先】

・地域計画全体に関すること
　農政課
　　担い手育成･農地利用調整係
　　（直通：025−520−5749）

・農地の利用意向調査に関すること
　農業委員会事務局
　　（直通：025−520−5812）



農業者年金に加入し安心で豊かな老後を！農業者年金に加入し安心で豊かな老後を！

農業委員会だより 令和５年12月 4

農業者年金は次の要件を満たす方ならどなたでも加入できます。

　　〔要件〕
　　　■ 20歳以上 60歳未満の国民年金第１号被保険者　
　　　　（保険料納付免除者を除く）又は 60歳以上 65歳
　　　　未満の国民年金の任意加入被保険者
　　　■年間 60日以上農業に従事

◇ 税制面で大きな優遇措置があります。
　・保険料は全額社会保険料控除
　　��支払った保険料は全額社会保険料控除の対象となります。さらに同一生計の家族分の保険料

を支払っている場合、家族分も含めて控除の対象となります。

　・保険料の運用益が非課税
　　一般の預貯金等の利子には約 20％の税金がかかりますが、農業者年金の運用益は非課税です。

　・将来、年金として受け取る際も控除の対象
　　農業者年金として受け取った年金は、税制上、公的年金等控除の対象となります。

◇  認定農業者等で青色申告をしている方と家族経営協定を結ぶなど一定の要件
を満たせば保険料の国庫補助（政策支援加入）が受けられます。

　※�家族経営協定とは、家族みんなで経営方針や仕事の役割、給料、休日などについて話し合い、
取り決めた事を書面にしたものです。経営や生活の現状確認と経営の合理化を促すこと、配
偶者や後継者が主体的に経営の方針決定に関与し活躍することにつながります。

◇ 「終身」で年金を受給でき、万が一の場合は死亡一時金も受け取れます。
　　農業者年金は「終身年金」のため、一生涯、年金を受け取ることができます。
　�　�また、万が一、80歳前に死亡した場合には、80歳までに受け取る農業者老齢年金の現在価

値相当額を一時金として、要件を満たす遺族の方が受け取れます。なお、一時金は非課税です。

全国農業新聞を購読しませんか

最新の農業情勢から暮らしに役立つ情報が満載
◆発行日／毎週金曜日  ◆購読料／月額 700 円

農業者年金に加入し安心で豊かな老後を！農業者年金に加入し安心で豊かな老後を！


